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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年９月１１日（月）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１９名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木  明   ３番 棒引 昭治   ４番 前田  登        

 ５番 福嶋  隆  ６番 更井 寛司   ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

９番 田中 壽一 １０番 青木  登  １１番 日下  崇  １２番 鈴木 直孝  

１３番 上森  力 １４番 上中 悠司  １５番 岡上  達  １６番 川井 洋之 

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 忠巳  １９番 峯園 五郎   

             

欠席者                                    

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  企画員 片井 恵子 

会議録署名委員  ７番 廣田 純一郎    ９番 田中 壽一 

 

議    長   皆さん、こんにちは。先日、市長に対し、三役と局長とで農業委員会の改

正がありましたということで挨拶に伺った次第です。何とか農業で明るい

話題が見つけられればいいなというお話をしてきたところです。梅におい

てはかなり高単価で推移しましたし、梅干においても１万円に近い価格で

動いているようで、少し明るい話題があればと思っております。みかんも

このような天気で、肥大も心配されますが、味は良いということで雨を待

ちたいと思っております。それでは早速進めさせていただきます。 

議    長   それでは最初に、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に

よる利用権の設定の申し出がございますので事務局の説明をお願い申し上

げます。 

農振課 田上   田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権設定に

ついて説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、１，２９

１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅、期間は平成２９年１０月１日から平成３２年８月３１日の更新です。

２番、○○○字○○○○、畑、１，５６０㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年１０月１日

から平成３６年９月３０日の更新です。３番、○○○字○○○○、田、６

０１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の水稲、期間は平成２９年１０月１日から平成３２年９月３０日の新規

です。４番、○○○字○○○○、畑、１，２７９㎡、他２筆、合計３，０

５７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借

の梅、全体で年間３万円・口座払い、期間は平成２９年１０月１日から平

成３４年９月３０日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑、２，７０

０㎡、他１筆、合計４，１１０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年１０月１日から平成

４９年９月３０日の新規です。６番、○○○字○○○○、畑、２，５０７

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、

年間２５,０００円・口座払い、期間は平成２９年１０月１日から平成３９
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年９月３０日の新規です。７番、○○○字○○○○、畑、５１１㎡、他３

筆、合計３，０２６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○

○○○、賃貸借の梅、全体で年間２５，０００円、口座払い、期間は平成

２９年１０月１日から平成４９年９月３０日の新規です。８番、○○○字

○○○○、畑、３，４４８㎡の内１，５２９㎡、他１筆、合計２，４５１

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅・みかん、期間は平成２９年１０月１日から平成３９年９月３０日の新

規です。９番、○○○字○○○○、田、１，３７８㎡、他２筆、合計１，

９６５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の水稲、期間は平成２９年１０月１日から平成３９年９月３０日の新

規です。１０番、○○○字○○○○、田、５０６㎡、他１筆、合計１，０

０７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の水稲、期間は平成２９年１０月１日から平成３９年９月３０日の新規

です。１１番、○○○字○○○○、田、１，００４㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９

年１０月１日から平成３９年９月３０日の新規です。１２番、○○○字○

○○○、田、４８２㎡、他２筆、合計１，３７６㎡、貸し手は○○○字○

○○○、借り手は○○○字○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年

１０月１日から平成３９年９月３０日の新規です。１３番、○○○字○○

○○、田、５４８㎡、他１筆、合計８１４㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年１０月１

日から平成３９年９月３０日の新規です。１４番、○○○字○○○○、畑、

９６３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は平成２９年１０月１日から平成４９年９月３０日の新規

です。１５番、○○○字○○○○、畑、９６７㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年１０

月１日から平成４９年９月３０日の新規です。１６番、○○○字○○○○、

畑、１，０８１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は平成２９年１０月１日から平成３４年９月３０

日の新規です。１７番、○○○字○○○○、畑、８，５５０㎡の内４，２

７５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の梅、期間は平成２９年１０月１日から平成４９年９月３０日の新規で

す。合計１７件、３０筆、３２，０５５㎡、貸し手１２名、借り手４名で

す。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番を

除いてお願いします。２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番について、異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番、１１番、１２番、１３番について、異議

ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１４番、１５番、１６番、１７番について、異議ござい

ません。 

議    長   以上１６件異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろ

しいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、異議ございません。 

議    長   以上１件異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろし

いでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは定例委員会に移

りたいと思います。本日の欠席委員さんはございません。本日の会議録署

名委員に、７番廣田純一郎委員さん、９番田中壽一委員さんよろしくお願

いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、

議案第２号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申請につ

いて、報告第１号農地法施行規則第５３条第１項第１４条による協議につ

いてを上程させていただきます。それでは議案第１号農地法第３条申請に

ついて、事務局の説明をお願い申し上げます。 

片井 企画員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況が畑、面積は７５５㎡、他２筆、合計１，３４６㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。２番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は２５５㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が田、面積は５１１

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は２８１㎡、他９筆、合計８，３７９㎡の内８，１４８．６２㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借１１年間設定、経

営移譲です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に畑、面積は４４９㎡、他４筆、合計５，９７９㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。６番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は６１８㎡、譲渡人は
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○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は３８１㎡、

他２筆、合計１，６０５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は１，３５５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、贈与です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１６㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。１０番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は１，３８３㎡、

他４筆、合計４，８７０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、贈与です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が畑、現況が休耕畑、面積は９３５㎡、他１筆、合計１，０００㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１２

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

３２７㎡、他１筆、合計１，１９６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、贈与です。以上１２件ついて書類を審査したとこ

ろ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許

可できない要件には該当していませんので、許可の要件を充たしていると

判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   ありがとうございます。それでは、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番、３番と同じ所有者でございます。ご本人は

耕作できる状態ではありませんので、財産を処分するということです。近

隣の方３名に売買します。異議ございません。４番については親子の使用

貸借です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親子関係です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。親戚の方に耕作していただいていましたが、今回、ご近

所の方に売買するということです。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんによる売買です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人は兄から相続しましたが、県外ということで、譲

受人に贈与するということです。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。地籍関係で出てきた物件です。異議ございません。１０

番については親戚の方に贈与するとのことです。異議ございません。１１

番についても異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。高齢で耕作できないということから贈与するとのことで

す。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１２件異議なしとのことでございます。
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そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ６ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は２

３３㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設

２０９．４０㎡、通路２３．６０㎡、合計２３３㎡、着工日、工事期間は

許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は平成２９年６月６日に除外とな

っています。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。始末

書有りです。隣接地に太陽光発電施設を設置するのに伴い、申請地の一部

に跨って設置してしまいました。今後は農地法の規定を遵守するとともに

農地の許可を受けることなく転用することはいたしません。この土地は周

囲を道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。２番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５４８㎡、所有者

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場５４８㎡、着工日、工事

期間は許可日より５ヶ月以内、農用地の内外は平成２９年６月６日に除外

となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周囲を道

路に囲まれた農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，７４０㎡、所有者は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は共同住宅１棟２７６．９０㎡、駐車場外１，

４６３．１０㎡、合計１，７４０㎡、着工日、工事期間は許可日より１２

ヶ月以内、農用地の内外は平成４年２月１９日に除外となっています。隣

接同意は不要でございます。水利同意はございます。この土地は周囲を道

路に囲まれた農地で、第２種農地です。以上３件につきまして、申請書、

添付書類を審査しましたところ、農地法第４条第２項の許可できない要件

に該当しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。９月７日に事務局から２名、○○○○委員と私の合計４

名で４条申請３件、５条申請８件について現地調査を行いました。１番、

申請場所は○○○○から南西へ約１ｋｍ、現況は休耕田で始末書のとおり

一部パネルを設置しておりました。隣接情況は東側、南側が宅地、西側、

北側が畑で同意あります。水利組合は不要です。転用理由は梅を栽培する

ために申請地を取得したところ、隣接農地の所有者からその農地の取得を

懇願されたことより、隣接農地と一体に太陽光発電施設５２．９２ｋｗを

設置することとなりました。排水等は自然浸透です。問題ないと思います。

２番、申請場所は○○○○から東へ約６５０ｍ、現況は梅畑です。東側が

公衆用道路、南側が県道、西側が畑で同意あり、北側が市道で地元水利組

合の同意もあります。転用理由は申請地を相続したが、兄に管理を依頼し

ていました。その兄も高齢となったため、駐車場用地に転用するものです。

排水については自然浸透、県道側及び市道側の既設水路は排水します。問
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題ないと思います。３番、申請場所は○○○○より北東へ約６００ｍ、現

況は梅畑です。隣接状況は東側が公衆用道路、南側、西側、北側は市道で

地元水利組合の同意があります。転用理由は申請地は住環境に恵まれてい

るため、共同住宅を建設し経営の安定を図るものです。転用内容は共同住

宅と駐車場、排水等は雨水は北側及び西側市道側溝へ排水します。汚水・

雑排水は合併処理後、西側市道側溝へ放流します。問題ないと思います。

以上です。 

議    長   ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。私も現地確認をしてきました。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番について異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番について異議ございません。 

議    長   はい、以上３件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ７ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は３

６３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は太陽光発電施設２５９㎡、通路１０４㎡、合計３６３㎡、着

工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２９年６

月６日に除外となっています。隣接同意はございます。水利同意は不要で

ございます。この土地は周囲を道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地

です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が

道路、面積は５３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は道路５３㎡、着工日、工事期間は完成済、農用

地の内外は平成２９年６月６日に除外となっています。隣接同意、水利同

意はございます。始末書有りです。申請地を原野と認識し転用許可を受け

ずに工事を行いましたこと深く反省しております。今後は農地法を遵守し

ますので寛大な措置を賜りたく存じます。この土地は周囲を道路と住宅地

に囲まれた農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は９７４㎡、他１筆、合計１，５４

６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は分譲住宅７棟４０７㎡、道路等１，１３９㎡、合計１，５４６

㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２

９年６月６日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。

この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１８

３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び

規模は住宅１棟８４㎡、駐車場・庭園９９㎡、合計１８３㎡、着工日、工
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事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は平成２９年６月６日に除

外となっています。隣接同意は不要でございます。水利同意はございます。

この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。５番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積

は１，０４９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は太陽光発電施設１，０４９㎡、着工日、工事期間は許

可日より１２か月以内、農用地の内外は当初抜となっています。隣接同意、

水利同意はございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地

で、第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿が田、現況が畑、面積は２１０㎡、他１筆、合計４４５㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光

発電施設４４５㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用地

の内外は○○○○が平成２７年１２月９日、○○○○が平成２９年６月６

日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は

過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。７番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は６１

４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的

及び規模は太陽光発電施設６１４㎡、着工日、工事期間は許可日より３か

月以内、農用地の内外は当初抜となっています。隣接同意、水利同意は不

要でございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第

２種農地です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が休耕田、面積は１，０８７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，０８７㎡、

着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜となっ

ています。隣接同意はございますが一部ございません。水利同意は不要で

ございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種

農地です。以上８件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたとこ

ろ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○から南西へ約１ｋｍ、現況は

休耕畑です。隣接状況は東側が田、南側、西側、北側が畑で同意あり、水

利組合は不要です。転用理由は高齢のため耕作放棄地となっており、今回、

太陽光発電施設を設置するものです。排水等は自然浸透です。問題ないと

思います。２番、申請場所は○○○○から東へ約９００ｍ、現況は梅畑で

す。隣接状況は東側が畑で同意あり、南側が市道、西側が畑で同意あり、

北側が宅地です。地元水利組合の同意もあります。転用理由は申請地の北

側の住居を有する譲受人宅への進入路として転用するものです。排水等は

南側市道側溝へ排水します。問題ないと思います。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番から私が説明いたします。３番、申請場所は○○○

○より東へ約３００ｍ、現況は梅畑です。隣接状況は東側、南側、西側が
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畑で同意あり、北側が県道です。地元水利組合の同意もあります。転用理

由は農地の維持管理が困難で縮小を考えていたところ、分譲住宅用地とし

て譲渡するものです。排水等は敷地内の側溝を経て北側県道側溝へ排水、

汚水、雑排水は合併処理後県道側溝へ放流します。問題ないと思います。

４番、申請場所は○○○○より南西へ約２００ｍ、現況は梅畑です。隣接

情況は東側、南側、西側が畑で同意あり、北側が県道です。地元水利組合

の同意もあります。孫の住宅用地として１０年間の使用貸借を行います。

排水等は合併処理後、雨水とともに集水桝を経て西側の既設水路へ排水し

ます。問題ないと思います。５番、申請場所は○○○○から西へ約５００

ｍ、現況は休耕田、隣接情況は周囲は田で同意あり、水利組合も同意あり

ます。転用理由は農業経営が困難で、太陽光発電施設用地として譲渡する

ものです。排水等は自然浸透です。問題ないと思います。６番、申請場所

は○○○○より南東へ約１００ｍ、現況は畑です。隣接状況は東側が里道、

南側、北側が田で同意あり、西側が雑種地です。転用理由は農業経営の縮

小を考え、太陽光発電施設用地として譲渡するものです。排水等は自然浸

透及び南側側溝へ排水します。問題ないと思います。７番、申請場所は○

○○○より北東へ約４００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況は東側が譲渡

人の田、南側、西側が田で同意あり、北側は公衆用道路と田で同意がござ

いません。水利組合は不要です。転用理由は農業経営の縮小を考え、太陽

光発電施設用地として譲渡するものです。排水等は自然浸透及び東側側溝

へ排水します。問題ないと思います。８番、申請場所は○○○○より北東

へ約４００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況は東側、南側が公衆用道路、

西側、北側が里道と水路です。水利組合は不要です。転用理由は農業経営

の縮小を考え、太陽光発電施設用地として譲渡するものです。排水等は自

然浸透及び西側水路へ排水します。問題ないと思います。以上です。 

議    長   ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番については、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番については、隣接、水利同意もありますので、異議

ございません。４番については、孫の住宅ということで、周囲は自分の畑

です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番については、周辺の同意も得られておりますので異

議ございません。６番については、進入路や排水路について地元行政局と

譲渡人と協議済みです。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番について、現地を調査して参りました。○○

○○委員にも意見を聞いております。現地調査委員さんの報告のとおりで

す。異議ございません。 

議    長   はい、以上８件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって
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よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、報告第１号

農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、事務局から

の説明をお願いします。 

片井 企画員   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は４５６㎡の内９．１２㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、

コンクリート柱 １本、機器装置一式です。２番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７８０㎡の内９．１２㎡、賃

貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、

無線基地局工事、コンクリート柱 １本、機器装置一式です。３番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は８５㎡の内

１．００㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃

貸借権の設定、無線基地局工事、コンクリート柱 １本、機器装置一式です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積

は２８０㎡の内９．１２㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、

○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、コンクリート柱 １本、機器

装置一式です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現

況共に田、面積は２７１㎡の内１１．５５㎡、賃貸人は○○○、○○○○、

賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、コンクリ

ート柱 １本、機器装置一式です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は３１９㎡の内７３．８７５㎡、賃貸人

は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線

基地局工事、鉄塔 １本、機器装置一式です。以上６件、ご報告申し上げま

す。 

議    長   報告第１号の６件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。それでは他の案

件ですが、８月の県農業会議提出案件の４条３件、５条１１件について無

事答申されましたことご報告申し上げます。これで予定しておりました案

件は全て終了しましたが、皆さんから何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後３時１１分終了 


